
船舶事故調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年８月５日 １３時５０分ごろ 

発生場所 北海道余市町栄町前浜沖 

余市河口港外防波堤東灯台から真方位１０１°１.５海里付近 

 （概位 北緯４３°１１.８′ 東経１４０°４９.６′） 

事故の概要  水上オートバイGROOVY
グ ル ービ ー

 CREW
ク ル ー

は、漂泊中、また、水上オートバイ

ISOZU
イ ソ ズ

は、遊走中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年８月６日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ GROOVY CREW、０.２トン 

   ２００－３９７６４北海道、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ ISOZU、０.２トン 

   ２００－３６２４３北海道、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 操縦者Ｂ、操縦免許 なし 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏   

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船首を東方に向け、機関を停止

して漂泊中、船長Ａが、グローブボックスから携帯電話を取り出して

いた際、Ｂ船が前方から接近するのを認めたが、速力が速く、動けば

危険と思い、どうすることもできずにいたところ、左舷船首部とＢ船

の左舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、操縦者Ｂ及び同乗者１人が乗り、遊走中、操縦者Ｂが、操

縦に意識を向けながら旋回していたところ、Ａ船に向かっていること

に気付き、ハンドルを右に切ったが、Ａ船と衝突した。 

操縦者Ｂは、本事故当時、水上オートバイを初めて操縦した。 

分析  Ａ船は、漂泊中、船長Ａが、自船に接近するＢ船を認めたものの、

動けば危険と思い、漂泊を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、遊走中、操縦者Ｂが、操縦に意識を向けながら旋回してい

たことから、Ａ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 



 操縦者Ｂは、特殊小型船舶操縦士免許を受けていなかったことか

ら、水上オートバイを操縦してはならなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が遊走中、船長Ａが、自船に接近す

るＢ船を認めたものの、動けば危険と思い、漂泊を続け、また、操縦

者Ｂが、操縦に意識を向けながら旋回していたため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漂泊中であっても、他船を認めた場合、適切な時機に衝突を避け

るための措置をとること。 

 ・水上オートバイの操縦に慣れていない者は、操縦に意識を向けて

周囲の見張りがおろそかにならないよう注意すること。 

 ・特殊小型船舶操縦士免許を受けていない者は、水上オートバイを

操縦しないこと。 

 


